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昭和63

法
改
正
（
各
項
目
の
時
期
は
施
行
年
で
な
く
、
改
正
年
）

先後願の判断に

おける拒絶確定

出願等の取扱い

の見直し

審査（実体）

審判

特許対象、特許権

補正の範囲の適正化
・新規事項の追加の禁止

・クレームの補正の制限

異議申立制度の廃止と無効審判制度への統合

無効審判における攻撃･防御の機会の適正化

発明の実施行為の明確化

権利侵害

弁理士法

料金

その他

特許料の引下げ 特許料金の引下げ

無効審判と審決取消訴訟との間の「キャッチ

ボール現象」の適正化

審決取消訴訟における求意見･意見陳述制度の導入

・「物」に「プログラム等」が含まれることの明確化

・「プログラム等」の「電気通信回線を通じた提供」が実施行為であることの明確化

基
準
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

一般基準

コンピュータ・ソフトウエア

先行技術文献開示要件

に関する審査基準

審査基準改訂

バイオ・医療

審査ガイドライン等

新審査官必携

そ
の
他
の
施
策

審査処理
体制の充実

審判関係ガイドライン等

審査・審判の連携

三極特許庁によるサーチ結果の相互利用プロジェクト

協議・合議

審査実例集

研修の充実

サーチ戦略ファイル

ＡＰ８０

公開技報の利用促進

特許庁親切運動

多用な
ニーズに
応じた審査

審判の充実

審査・審判の連
携の一層強化

審査官・
審判官の
能力向上

出願・
請求構造の
適正化

任期付審査官
調査業務の見直し

対象拡大

巡回審査

対象拡大
関連出願連携審査

TV面接

審判書記官制度

口頭審理の活用

審査実例集

サーチ戦略ファイル

特許庁親切運動その他

審査官の増員

審査補助職員の活用

検索外注の活用

グループ体制の実施

早期審査・審理

関連出願連携審査

面接の活用、巡回審査・審判

特定技術分野の審査

審査・審判の着実な進行管理

審査実績の公開

特許審査着手見通し時期照会

審理の厳正化

無効審判等の審理の迅速化

口頭審理の積極活用

裁判所との情報交換

侵害業務室の設置

審判書記官制度

定員漸増

発注件数の増大

巡回審判

審査・審判の連携

応答期間の合理化

裁判所との相互協力

AP80の開始

要約書の導入（工業所有権に関する手続等の

特例に関する法律）

クレーム・発明の詳細な説明の記載要件の見直し

外国語書面出願制度の導入

新規性阻却事由の拡大

新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大

分割・変更出願に係る手続の簡素化

申請による早期出願公開制度

・世界公知・公用／・「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」を追加

先行技術文献情報開示制度の導入

国内移行期間の延長
発明の単一性の要件の規定様式の国際調和

・無効審判請求書の請求理由の記

載要件の明確化

・当初記載の請求理由の要旨を変

更する新たな攻撃の例外的許可

・審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求時期の

制限

・審決取消訴訟における「差戻し」規定の新設

・差戻し後の無効審判への訂正審判の吸収規定

訂正請求の見直し

審判書記官制度の創設

裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換

無効審判請求理由の要旨の変更となる補正の禁止
審判手続の簡素化

・拒絶査定不服審判請求時のクレームの補正の制限

・補正却下不服審判の廃止

・訂正無効審判の廃止

・無効審判係属中の訂正審判については、訂正審判の請求を不可とし、無効審判の対象である訂正請求によることとした

特許付与後の異議申立制度の導入

WTO・T R I P S協定に

対応した改正

・特許権の存続期間（出願から20年）／・特許対象（原子核変換物質発明の不特許事由からの削除）

・特許権の効力（「譲渡等の申出」の追加）

クレーム解釈に当たっての発明の詳細な

説明の参酌

・逸失利益の立証の容易化

・具体的事情を考慮した実施料相当額の認定

・侵害の罪の非親告罪化

・侵害罪についての法人重課の導入

特許権等侵害に対する民事上の救済及び刑事罰の見直し

特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充

裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換

・侵害行為の立証の容易化／・損害の立証の容易化（計算鑑定人制度の導入）

・損害額の立証の容易化　／・判定制度の強化／・刑事罰の強化

間接侵害規定の拡充

特許権侵害訴訟における訴訟代理権の付与裁判外紛争処理業務（ADR）の追加

知的財産取引契約の仲介・代理、相談業務の明確化

事務所の法人化、複数事務所（支所）の設置の解禁

弁理士試験の抜本的改革

特許関係料金の改定

審査請求手数料の返還制度の導入

共有に係る特許権の減免措置の見直し

特許料の減免に係る関係法令の見直し
国と民間との共有に係る特許料及び手数料等の扱い

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律制定 実用新案法改正（無審査・早期登録制度の採用）

特許権の回復制度

「民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」による一部改正

願書記載事項の「発明の名称」の削除

優先権書類のデータの交換

証明等の請求の規定の見直し

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正

明細書と請求の範囲の分離

国際出願手続の簡素化

新規事項に関する改訂審査基準

サポート要件に関する改訂審査基準

単一性に関する改訂審査基準

ビジネス関連発明に対する判断事例集

タンパク質立体構造関連発明事例集

産業上の利用可能性に関する改訂審査基準

塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン改訂

化学関連分野の審査の運用に関する事例集追加事例（スクリーニング方法特定化合物及びその医薬用途クレームの実施可能要件の運用に関する事例）

特許にならないビジネス関連発明の事例集

「微生物寄託範囲の拡大に伴う運用の変更について」

生物関連発明の審査基準

化学関連分野の審査の運用に関する事例集

遺伝子関連発明の審査の運用に関する事例集

塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン

審査基準改訂（審査ガイドライン等の一本化、

明細書の記載要件、進歩性判断の実質的改訂）

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針

特定技術分野の

審査の運用指針

「産業上利用することができる発明」の審査の運用指針

特定技術分野の審査の運用指針

産業別審査基準を、一般基準と特定技術分野（コンピュータ・ソフトウエア、バイオ）の基準に整理統合

審査基準追補（39条、出願の分割等）

改善多項性に関する運用基準 実用新案評価書の作成ガイドライン

実用新案登録の基礎的要件の運用指針

審査ガイドライン

明細書及び図面の補正の運用指針

明細書及び図面の補正に関する事例集
実用新案評価書作成のためのハンドブック

特定技術分野の審査基準参考資料

特許法第36条の改正に伴う審査の運用指針

外国語書面出願に係る審査の運用指針

情報提供制度の運用指針

新早期審査・審理ガイドライン

面接ガイドライン

発明の新規性の喪失についての取り扱い運用指針

インターネット等の情報の先行技術としての取り扱い運用指針

明細書記載要件の事例集

口頭審理実務ガイド

平成15年改正法における無効審判等の運用指針

無効審判及び訂正審判における応答期間についての運用指針

特許異議申立書及び訂正請求のガイドライン特許法・実用新案法改正に伴う審判の運用の考え方

外国語書面出願制度の導入に伴う拒絶査定不服審判及び特許の訂正の運用の考え方

特許異議申立制度の運用の考え方

新早期審査・審理ガイドライン

特許異議申立書の「申立ての理由」の書き方のガイドライン

増員（数十人／年）
審査調査員の活用

検索外注の開始
グループ体制の実施

特定技術分野の審査のさらなる充実
進行管理のさらなる強化
審査実績の公開

特許審査着手見通し時期照会

特定技術分野の審査
審査・審判の進行管理

無効審判等の審理の迅速化 無効審判等の審理のさらなる迅速化
新しい口頭審理（実質的な議論の場としての位置付け）

侵害業務室の設置
裁判所との情報交換

審理の厳正化
計画審理の導入（試行） 計画審理の本格実施

口頭審理実務ガイドの公表

審査・審判の連携の一層強化

協議・合議の頻度が増加

研修の増加、充実化

三極特許庁によるサーチ結果の相互利用プロジェクト

公開技報の利用促進

早期審査・審理試行（1986）

審査請求期間の短縮

審査基準改訂

対話型検索外注の開始


